
 

 
 

和解契約書（一部） 
 原子力損害賠償紛争解決センター平成○○年（東）第○号事件（以下「本件」

という。）において、申立人Ⅹ１及びⅩ２（以下「申立人ら」という。）と被申

立人東京電力株式会社（以下「被申立人」という。）は、次のとおり和解する。 
第１ 和解の範囲 
   申立人らと被申立人は、本件に関し、平成○○年○月○日付けの被申立

人答弁書記載の、申立人らと被申立人との間に争いがない別紙記載の損害

項目及び期間について、一部和解することとし、それ以外の点について、

本和解の効力は及ばないことを確認する。 
第２ 和解金額 
   被申立人は、申立人らに対し、第１項の損害項目及び期間に対する和解

金として、金１０，０５０，０９７円の支払義務があることを認める。 
第３ 支払方法 
   （省略） 
第４ 継続協議 

 申立人ら及び被申立人は、本件に係る損害賠償金額を確定させるように引

き続き本和解仲介手続きにおける協議を続行する。 
 
本和解の成立を証するため、本和解契約書を２通作成し、申立人ら及び被申

立人が署名（記名）押印の上、申立人らが１通、被申立人が１通を保有するも

のとする。また、被申立人は、本和解契約書の写し１通を、原子力損害賠償紛

争解決センターに交付する。 
平成２５年２月１２日 
 
（仲介委員 奥野滋） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

旧警戒区域（避難指示解除準備区域）から避難した申立人らについて、定

年後に農業生活を送るために都会から旧警戒区域内に移住してきた点、自宅

近隣に放射性廃棄物の仮置場が設置される点を考慮して、自宅土地建物の財

物損害が全損と評価されて賠償された事例。 
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（別紙） 

申立人Ⅹ1について 平成○○年（東）第○号  

損害項目 期間 金額 備考 

検査費用（人）   １０，０００円 検査交通費 

避難費用   ６２，４１０円 家財移動費：１，３００円 

（生活費増加分） 

家財購入費：５０，８６０円 

その他の生活費（文書料等）： 

      １０，２５０円 

一時立入費用   ２８０，８８１円 交通費：２２４，０００円 

宿泊費：５６，８８１円 

帰宅費用     

生命・身体的損害     

精神的損害（日常生

活阻害慰謝料） 

平成２３年 

１２月１日～ 

平成２４年 

８月３１日 

９００，０００円  

精神的損害（滞在者

慰謝料） 

    

就労不能損害     

営業損害     

検査費用（物）   １０，５００円 味噌検査費用 

不動産の財物損害   ３，４３６，３０６円  

家財の財物損害   ４，４５０，０００円  

その他     

一部和解 合計金

額（①） 

  ９，１５０，０９７円  

 

未精算の仮払補償

金（②） 

  

支払額（①－②） ９，１５０，０９７円 

 



 

（別紙） 

申立人Ⅹ２について 平成○○年（東）第○号  

損害項目 期間 金額 備考 

検査費用（人）     

避難費用     

一時立入費用     

帰宅費用       

生命・身体的損害       

精神的損害（日常生

活阻害慰謝料） 

平成２３年 

１２月１日～ 

平成２４年 

８月３１日 

９００，０００円   

精神的損害（滞在者

慰謝料） 

      

就労不能損害       

営業損害       

検査費用（物）     

不動産の財物損害      

家財の財物損害      

その他      

一部和解 合計金

額（①） 

  ９００，０００円   

 

未精算の仮払補償

金（②） 

  

支払額（①－②） ９００，０００円 

 



 

 
 

和 解 契 約 書（一部） 
 原子力損害賠償紛争解決センター平成○○年（東）第○号事件（以下「本件」

という。）について、申立人Ⅹ１及び同Ⅹ２（以下「申立人ら」という。）と被

申立人東京電力株式会社（以下「被申立人」という。）は、次のとおり和解する。 
１ 和解の範囲 
  申立人らと被申立人は、本件に関し、別紙記載の損害項目（但し、別紙記

載の期間に限る。）について和解することとし、それ以外の点については、本

和解の効力は及ばないことを相互に確認する。 
２ 和解金額 
  被申立人は、申立人らに対し、前項の損害項目及び期間についての和解金

として、金６１７万９７０８円の支払義務のあることを認める。 
３ 既払金 
  申立人ら及び被申立人は、被申立人が申立人らに対し、第１項記載の損害

項目及び期間に対する賠償金として、金２１６万３７９１円を支払済みであ

ることを確認する（ただし、直接請求における既払い分を除く。）。 
４ 支払方法 
 （省略） 
５ 清算 

申立人らと被申立人は、別紙第１の２乃至５及び７記載の損害項目（別紙第

２の２記載の期間に限る。また、その遅延損害金を含む。）については、本和

解に定めるもののほか、当事者間に何らの債権債務がないことを相互に確認す

る。 
６ 手続費用 
  本件に関する手続費用は、各自の負担とする。 
 
 本和解の成立を証するため、本和解契約書を２通作成し、申立人ら及び被申

立人が署名（記名）押印の上、各自１通を保有するものとする。また、被申立

人は、本和解契約書の写し１通を、原子力損害賠償紛争解決センターに交付す

る。 
平成２５年７月１２日 
 
 
（仲介委員 奥野滋） 

旧警戒区域（避難指示解除準備区域）から避難した申立人らについて、定

年後に農業生活を送るために都会から旧警戒区域内に移住してきた点、自宅

近隣に放射性廃棄物の仮置場が設置される点を考慮して、自宅土地建物の財

物損害が全損と評価されて賠償された事例。 
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別 紙 

第１ 損害項目 
                                 

１．日常生活阻害慰謝料                   （金額） 
 （１）Ⅹ１                   ２２０万００００円 
 （２）Ⅹ２                   ２０２万００００円 
２．家財移動費                      ９７２０円 
３．生活費増加分                  ７８万３６４０円 
４．一時立入り費用                 ４８万４４８１円 
５．検査費用                     ２万７０００円 
６．生命・身体的損害（Ⅹ２）            ４７万４８７５円 
７．上記１乃至６の損害項目に関する弁護士費用    １７万９９９２円 

                    合  計  ６１７万９７０８円 
ただし、各損害項目の金額は直接請求における既払い分を除く。 

第２ 期  間   
１．損害項目１について 

自 平成２３年３月１１日  至 平成２５年６月３０日 
 ２．損害項目２乃至６について 

自 平成２３年３月１１日  至 平成２４年１０月３１日 
以上 

 



 

 
 

和 解 契 約 書（全部） 
 原子力損害賠償紛争解決センター平成○○年（東）第○号事件（以下「本件」

という。）について、申立人Ⅹ１及び同Ⅹ２（以下「申立人ら」という。）と被

申立人東京電力株式会社（以下「被申立人」という。）は、次のとおり和解する。 
１ 和解の範囲 

申立人らと被申立人は、本件に関し、下記の損害項目について和解すること

とし、それ以外の点については、本和解の効力は及ばないことを相互に確認す

る。 
記 

  損害項目 
① 財物価値の喪失又は減少等（不動産）    １６３５万６９９２円 
 （内訳） 

     別紙物件目録１記載の建物（建築物）   １２９３万６１５５円 
     別紙物件目録１記載の建物（構築物・庭木） ２１７万３９９０円 
     別紙物件目録２記載の土地についての借地権 １２４万６８４７円 

② 財物価値の喪失又は減少等（家財）          ４４５万円 
③ 本件和解仲介に関する弁護士費用        ８０万４２０２円 

２ 和解金額 
  被申立人は、申立人らに対し、前項の損害項目についての和解金として、

金２１６１万１１９４円の支払義務のあることを認める。 
３ 既払金 
  申立人ら及び被申立人は、被申立人が申立人らに対し、第１項記載の損害

項目に対する賠償金として、金８０６万６２９８円（ただし、同損害項目①

につき３４３万６３０６円、同損害項目②につき４４５万円、同損害項目③

につき１７万９９９２円）を支払済みであることを確認する。 
４ 支払方法 
  （省略） 
５ 清算条項 

申立人らと被申立人は、第１項記載の損害項目について、以下の点を相互に

確認する。 
 ア 本和解に定める金額を超える部分につき、本和解の効力が及ばず、申立

人らが被申立人に対して別途損害賠償請求することを妨げない。ただし、

本件和解仲介に関する弁護士費用については、本和解に定めるもののほか、

当事者間に何らの債権債務がない。 
 イ 本和解に定める金額に係る遅延損害金につき、申立人らは被申立人に対

して別途請求しない。 
６ 確認条項 
  申立人ら及び被申立人は、本和解契約書第１項損害項目①の財物について、

仮に本和解による賠償がその価額の全部の賠償である場合でも、その支払に

旧警戒区域（避難指示解除準備区域）から避難した申立人らについて、定

年後に農業生活を送るために都会から旧警戒区域内に移住してきた点、自宅

近隣に放射性廃棄物の仮置場が設置される点を考慮して、自宅土地建物の財

物損害が全損と評価されて賠償された事例。 
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かかわらず所有権及び借地権は移転しないことを相互に確認する。 
７ 手続費用 
  本件に関する手続費用は、各自の負担とする。 
 
 本和解の成立を証するため、本和解契約書を２通作成し、申立人ら及び被申

立人が署名（記名）押印の上、各自１通を保有するものとする。また、被申立

人は、本和解契約書の写し１通を、原子力損害賠償紛争解決センターに交付す

る。 
平成２５年１２月２日 
 （別紙物件目録省略） 
 
（仲介委員 奥野滋） 


